
- 1 - 

 

環境影響評価審議会への事業者の出席義務等について環境影響評価審議会への事業者の出席義務等について環境影響評価審議会への事業者の出席義務等について環境影響評価審議会への事業者の出席義務等について（１）（１）（１）（１）（各自治体の状況（各自治体の状況（各自治体の状況（各自治体の状況等等等等））））                                                                                                    （H25 年度調査結果）    

自治体 条例上の 

義務規定 

（参考）条例における関連規定 

 

運用上の 

義務規定 

(参考)条例施行規則または 

審議会規則等における関連規定 

対応に苦慮した事例・その他 今後の義務化予定 

条例 運用規定 

札幌市 無 条例第 3 条第 2 項 

「事業者は、事業者は、事業者は、事業者は、その責任と負担において、この条例

の規定による事前配慮、計画段階配慮事項につい

ての検討、環境影響評価その他環境影響評価その他環境影響評価その他環境影響評価その他の手続を誠実に実の手続を誠実に実の手続を誠実に実の手続を誠実に実

施し施し施し施し、事業の実施による環境への負荷をできる限

り回避し、又は低減するよう努めなければならな

い。」 

無 審議会規則第 5 条 

「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると

認めたときは、審議会に事業者その他関係者の出席を求審議会に事業者その他関係者の出席を求審議会に事業者その他関係者の出席を求審議会に事業者その他関係者の出席を求

めてめてめてめて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求める

ことができるできるできるできる。」 

・・・・事業者は出席を拒否。事業者は出席を拒否。事業者は出席を拒否。事業者は出席を拒否。委員の質問に対する委員の質問に対する委員の質問に対する委員の質問に対する

事業者回答が後日になり、審議が事業者回答が後日になり、審議が事業者回答が後日になり、審議が事業者回答が後日になり、審議が遅れた遅れた遅れた遅れた。。。。    

・事業者は審議会に任意で出席したが、・事業者は審議会に任意で出席したが、・事業者は審議会に任意で出席したが、・事業者は審議会に任意で出席したが、図書図書図書図書

の内容説明を拒否。事務局が代わって委員にの内容説明を拒否。事務局が代わって委員にの内容説明を拒否。事務局が代わって委員にの内容説明を拒否。事務局が代わって委員に

説明することになったが、専門性が高く説明説明することになったが、専門性が高く説明説明することになったが、専門性が高く説明説明することになったが、専門性が高く説明

のための事のための事のための事のための事前の事務量が増大前の事務量が増大前の事務量が増大前の事務量が増大。。。。    

検討中 検討中 

Ａ 無 「事業者は、事業者は、事業者は、事業者は、その責任と負担において、この条例

の規定による環境影響評価及び事後調査に関する環境影響評価及び事後調査に関する環境影響評価及び事後調査に関する環境影響評価及び事後調査に関する

手続を誠実に実施し手続を誠実に実施し手続を誠実に実施し手続を誠実に実施し、事業の実施による環境への

負荷をできる限り回避し、又は低減するよう努め

なければならない。」 

無 審査会規則 

「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると

認めるときは、事業者等(都市計画決定権者及び法対象

事業者等並びに港湾管理者を含む。)その他関係者に対

して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協その他の必要な協その他の必要な協その他の必要な協

力を求める力を求める力を求める力を求めることができるできるできるできる。」 

・特になし。 

 

＜現状＞ 

・出席義務規定等はないが、どの事業者も出

席している。 

なし    なし    

Ｂ 無  無 審議会規則 

「審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席関係者の出席関係者の出席関係者の出席

を求めてを求めてを求めてを求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提

出を求めることができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｃ 

 

 

 

無 「事業者は、事業者は、事業者は、事業者は、この条例の規定による事前配慮、環

境影響評価、事後調査等その他の手続きが適切か手続きが適切か手続きが適切か手続きが適切か

つ円滑に行われるように必要つ円滑に行われるように必要つ円滑に行われるように必要つ円滑に行われるように必要な助言、勧告、情報な助言、勧告、情報な助言、勧告、情報な助言、勧告、情報

の提供その他の措置を講ずるの提供その他の措置を講ずるの提供その他の措置を講ずるの提供その他の措置を講ずるとともに、環境の保

全についての配慮が適正になされるように努める

ものとする。」 

無 条例施行規則 

「会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者審査会に関係者審査会に関係者審査会に関係者

の出席を求めての出席を求めての出席を求めての出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提

出を求めることができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｄ 無  無      検討中検討中検討中検討中    検討中検討中検討中検討中    

Ｅ 無  無 条例施行規則 

「審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席関係者の出席関係者の出席関係者の出席

を求めを求めを求めを求め、その説明又は意見を聴くことができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｆ 無 「事業者は、事業者は、事業者は、事業者は、環境影響評価及び事後調査の重要性

を深く認識し、その負担と責任において、この条

例の規定による環境影響評価、事後調査その他の環境影響評価、事後調査その他の環境影響評価、事後調査その他の環境影響評価、事後調査その他の

手続きを適切かつ円滑に行手続きを適切かつ円滑に行手続きを適切かつ円滑に行手続きを適切かつ円滑に行いいいい、対象事業の実施に

よる環境への負荷をできるだけ回避し、又は低減

するよう努めなければならない。」 

無 条例施行規則 

「審査会は、審査会は、審査会は、審査会は、第 51 条第１項の規定による調査審議を行

うため、同条第２項の規定による意見を述べるため及び

前条第１項の規定による特別の事項の調査研究を行う

ため必要があるときは、事業者その他関係者の出席を求事業者その他関係者の出席を求事業者その他関係者の出席を求事業者その他関係者の出席を求

めてめてめてめて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求める

ことができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｇ 無  無  ・特になし なし    なし    

Ｈ 無  無 ・審査会が審査会が審査会が審査会が調査審議のために必要があると認めるとき

は、事業者その他関係者の意見を聴き事業者その他関係者の意見を聴き事業者その他関係者の意見を聴き事業者その他関係者の意見を聴き、又は資料の提供

を求める規定あり。 

・方法書等の審査で、審査会委員の同意を得たうえで事

業者に対して 1111 回目の審査会のみ出席と図書の内容等回目の審査会のみ出席と図書の内容等回目の審査会のみ出席と図書の内容等回目の審査会のみ出席と図書の内容等

についての説明等を依頼。についての説明等を依頼。についての説明等を依頼。についての説明等を依頼。 

・特になし 

 

なし    なし    
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自治体 条例上の 

義務規定 

（参考）条例における関連規定 運用上の 

義務規定 

(参考)条例施行規則または 

審議会規則等における関連規定 

対応に苦慮した事例・その他 今後の義務化予定 

条例 運用規定 

Ｉ 無  無  ・特になし なし    なし    

Ｊ 無 「市長は、この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に必要な限度において、事業者等に対

し、報告又は資料の提出を求めることができる。」 

無 専門委員会規則 

「専門委員会は、専門委員会は、専門委員会は、専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者の関係者の関係者の関係者の

出席を求め出席を求め出席を求め出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｋ 無  無  ・特になし なし    なし    

Ｌ 無 

 

 

「市長は，この条例の施行に必要な限度におい

て，事業者に対し，必要な事項について報告若し

くは資料の提出を命じ，又は当該職員に事業者の

事業所その他の施設に立ち入らせ，その対象事業

の実施の状況に関して質問させ，若しくは帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。」 

無  ・事業者に出席してもらえなかったという事例・事業者に出席してもらえなかったという事例・事業者に出席してもらえなかったという事例・事業者に出席してもらえなかったという事例

はない。はない。はない。はない。    

・・・・事業者に出席を求めずに審査会を開催した場事業者に出席を求めずに審査会を開催した場事業者に出席を求めずに審査会を開催した場事業者に出席を求めずに審査会を開催した場

合合合合に，審査会委員からに，審査会委員からに，審査会委員からに，審査会委員から直接事業者に質問や助言直接事業者に質問や助言直接事業者に質問や助言直接事業者に質問や助言

が出来ず回答や対応が遅れるが出来ず回答や対応が遅れるが出来ず回答や対応が遅れるが出来ず回答や対応が遅れる場合があった。場合があった。場合があった。場合があった。 

なし なし 

Ｍ 無  無 施行規則 

「会長は、会長は、会長は、会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員以外の者に委員以外の者に委員以外の者に

対し、資料の提出、意見の対し、資料の提出、意見の対し、資料の提出、意見の対し、資料の提出、意見の陳述陳述陳述陳述、説明その他必要な協力、説明その他必要な協力、説明その他必要な協力、説明その他必要な協力

を求めることができる。を求めることができる。を求めることができる。を求めることができる。」 

※円滑な審議を行うため、各図書の第１回目の審査会に各図書の第１回目の審査会に各図書の第１回目の審査会に各図書の第１回目の審査会に

事業者の出席及び図書の内容についての説明を求めて事業者の出席及び図書の内容についての説明を求めて事業者の出席及び図書の内容についての説明を求めて事業者の出席及び図書の内容についての説明を求めて

いる。いる。いる。いる。 

・特になし なし    なし    

Ｎ 無  無 規則 

「審査会は，必要があると認めるときは，会議に関係者会議に関係者会議に関係者会議に関係者

の出席を求めの出席を求めの出席を求めの出席を求め，説明又は意見を聴くことができるできるできるできる。」 

・特になし なし    なし    

Ｐ 無  無  ・特になし なし    なし    

Ｑ 無  無  ・特になし なし    なし    

Ｒ 無 「・・・、事業者・・・・は、事業の実施前にお

ける環境影響評価の重要性を深く認識し、この条

例の規定による環境影響評価その他の手続及び

事業の実施に際して講じられる措置等に関する

手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による

環境絵の負荷をできる限り回避し、または低減す

ることその他の環境保全についての配慮が適切

になされるようそれぞれの立場で努めなければ

ならない。」 

無 審議会要綱 

「審議会は審議会は審議会は審議会は、必要があると認めるときは、事業

者、・・・・・・の出席を要請し、その意見を聴くこと出席を要請し、その意見を聴くこと出席を要請し、その意見を聴くこと出席を要請し、その意見を聴くこと

ができる。ができる。ができる。ができる。」 

（未調査） ( 未 調

査） 

（ 未 調

査） 


